
 

第１６章  付 録 

 

 

｢雇用保険被保険者資格取得届｣の「13 職種」欄の区分となります。 

区

分 
職   種 説         明（具 体 例） 

１ 管 理 的 職 業 

会社・団体等の役員及び管理職員（法人組織等の課以上の内部組織の

業務を管理・監督する仕事に従事するもの）をいいます。（例：会社部

長、課長、支店長、工場長、営業所長） 

２ 専門的・技術的職業 

高度な科学的知識を応用した技術的な仕事、医療・法律・経営・教育・

著述・芸術等の専門的な仕事に従事するものをいいます。（例：研究者、

開発・製造技術者、情報処理・通信技術者、建築・土木技術者、教員、

記者、カメラマン、デザイナー、通訳） 

３ 事 務 的 職 業 

総務・人事・企画・会計などの事務、生産・営業・販売・運輸・郵便

に関する事務及びパソコン等を操作する業務に従事するものをいいま

す。集金などの外勤事務の仕事も含みます。（例：総務事務員、企画・

調査事務員、受付・案内事務員、経理事務員、医療事務員、コールセン

ターオペレーター、テレフォンアポインター、出荷・受荷係事務員） 

４ 販 売 の 職 業 

商品･不動産･保険・有価証券などの売買、売買の仲介・取り次ぎ･代

理、売買に関する取引上の勧誘・交渉・契約締結などの業務に従事する

ものをいいます。（販売店員、レジ係、コンビニ店員、不動産仲介・売

買人、営業員） 

５ サ ー ビ ス の 職 業 

個人家庭における家事支援、介護、保健医療の補助、理容・美容、ク

リーニング、調理、接客・給仕、住居施設・ビルの管理などのサービス

の業務に従事するものをいいます。（例：介護員、看護助手、理容師、

美容師、クリーニング工、調理人、飲食物給仕係、旅館・ホテル・娯楽

場等接客員、マンション・ビル管理人） 

６ 保 安 の 職 業 
個人の生命・財産の保護、公共の安全・秩序の維持などに従事するもの

をいいます。（例：警備員、道路パトロール員、道路交通誘導員） 

７ 農 林 漁 業 の 職 業 

農業、林業及び漁業に従事するものをいいます。 

（例：稲作・畑作作業員、園芸・工芸作物栽培作業員、養畜作業員、植

木職、造園師、伐木・造材・集材作業員、漁師、水産養殖作業員） 

８ 生 産 工 程 の 職 業 

生産設備のオペレーター、原材料の加工・製品の製造、機械の組立・修

理、製品の検査及び生産工程で行われる作業に関連する技術的な作業な

どに従事するものをいいます。（例：生産設備オペレーター、製造工、

板金工、各種食品製造・加工工、印刷工、機械組立工、修理・整備工、

検査工、塗装工、製図工） 

９ 
輸 送 ・ 機 械 運 転 

の職業 

自動車･電車･船舶･飛行機の運転・操縦、車掌その他の運輸の作業、定

置・建設機械運転に従事するものをいいます。（例：バス運転手、タク

シー運転手、トラック運転手、電車運転手、車掌、フォークリフト運転

作業員、クレーン運転工、建設機械運転工、ビル設備管理員） 

10 建設・採掘の職業 

建設・電気工事作業、土木工事作業などに従事するものをいいます。

（例：建築とび工、取りこわし作業員、大工、配管工、内装工、電気工

事作業員、土木作業員、舗装作業員） 

11 
運搬・清掃・包装等の

職業 

荷物等の運搬・集荷・配達、建物等の清掃、品物の包装などの業務に従

事するものをいいます。（例：荷役作業員、倉庫作業員、荷物配達員、

ビル・建物清掃員、ピッキング作業員） 

【総務省「日本標準職業分類」（第５回改訂）による】 
 

１ 職業分類の説明 
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業売小、業売卸　Ｉ業林、業農　Ａ

業売卸品商種各０５業農１０

業売卸等服衣・維繊１５業林２０

Ｂ　漁業 ５２ 飲食料品卸売業

業売卸等料材属金・物鉱、料材築建３５）く除を業殖養産水（業漁３０

業売卸具器械機４５業殖養産水４０

Ｃ　鉱業、採石業、砂利採取業 ５５ その他の卸売業

業売小品商種各６５業取採利砂、業石採、業鉱５０

Ｄ　建設業 ５７ 織物・衣服・身の回り品小売業

業売小品料食飲８５業事工合総６０

業売小具器械機９５）く除を業事工備設（業事工別職７０

業売小の他のそ０６業事工備設８０

Ｅ　製造業 ６１ 無店舗小売業

０９ 食料品製造業 Ｊ　金融業、保険業

業行銀２６業造製料飼・こばた・料飲０１

業融金織組同協３６業工維繊１１

関機用信金預非等業ドーカトッジレク、業金貸４６）く除を具家（業造製品製木・材木２１

業引取物先品商、業引取品商融金５６業造製品備装・具家３１

等業融金的助補６６業造製品工加紙・紙・プルパ４１

）む含を業スビーサ険保、業理代介媒険保（業険保７６業連関同・刷印５１

１６ 化学工業 Ｋ　不動産業、物品賃貸業

業引取産動不８６業造製品製炭石・品製油石７１

業理管・業貸賃産動不９６）く除を掲別（業造製品製クッチスラプ８１

業貸賃品物０７業造製品製ムゴ９１

２０ なめし革・同製品・毛皮製造業 Ｌ　学術研究、専門・技術サービス業

関機究研発開・術学１７業造製品製石土・業窯１２

）のもいなれさ類分に他（業スビーサ門専２７業鋼鉄２２

業告広３７業造製属金鉄非３２

）のもいなれさ類分に他（業スビーサ術技４７業造製品製属金４２

２５ はん用機械器具製造業 Ｍ　宿泊業、飲食サービス業

業泊宿５７業造製具器械機用産生６２

店食飲６７業造製具器械機用務業７２

業スビーサ食飲達配・り帰ち持７７業造製路回子電・スイバデ・品部子電８２

２９ 電気機械器具製造業 Ｎ　生活関連サービス業、娯楽業

業場浴・容美・容理・濯洗８７業造製具器械機信通報情０３

業スビーサ連関活生の他のそ９７業造製具器械機用送輸１３

業楽娯０８業造製の他のそ２３

業援支習学、育教　Ｏ業道水・給供熱・スガ・気電　Ｆ

育教校学１８業気電３３

業援支習学、育教の他のそ２８業スガ４３

３５ 熱供給業 Ｐ　医療、福祉

業療医３８業道水６３

Ｇ　情報通信業 ８４ 保健衛生

業事護介・祉福会社・険保会社５８業信通７３

３８ 放送業 Ｑ　複合サービス事業

局便郵６８業スビーサ報情９３

）のもいなれさ類分に他（合組同協７８業スビーサ随附トッネータンイ０４

４１ 映像・音声・文字情報制作業 Ｒ　サービス業（他に分類されないもの）

Ｈ　運輸業、郵便業 ８８ 廃棄物処理業

業備整車動自９８業道鉄２４

）く除を掲別（業理修等械機０９業送運客旅路道３４

業遣派者働労・介紹業職１９業送運物貨路道４４

業スビーサ業事の他のそ２９業運水５４

体団化文・済経・治政３９業輸運空航６４

教宗４９業庫倉７４

業スビーサの他のそ５９業スビーサるす帯附に輸運８４

務公国外６９）む含を業事便書信（業便郵９４

Ｓ　公務（他に分類されるものを除く）

９７ 国家公務

９８ 地方公務

Ｔ　分類不能の産業

９９ 分類不能の産業

【総務省　「日本標準産業分類」（第１３回改訂）より】  
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(令和 5年 4月 1日現在) 

事 業 の 種 類 
の 分 類 

事 業 の 
種 類 の 
番 号 

事 業 の 種 類 労災保険率 

林 業 02 又は 
03 林業 60／1,000

漁 業 11 海面漁業（定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く。） 18／1,000

12 定置網漁業又は海面魚類養殖業 38／1,000

鉱 業 

21 金属鉱業、非金属鉱業（石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。）又は石炭鉱業 88／1,000

23 石灰石鉱業又はドロマイト鉱業 16／1,000

24 原油又は天然ガス鉱業 2.5／1,000

25 採石業 49／1,000

26 その他の鉱業 26／1,000

建 設 事 業 

31 水力発電施設、ずい道等新設事業 62／1,000

32 道路新設事業 11／1,000

33 舗装工事業 9／1,000

34 鉄道又は軌道新設事業 9／1,000

35 建築事業（既設建築物設備工事業を除く。） 9.5／1,000

38 既設建築物設備工事業 12／1,000

36 機械装置の組立て又は据付けの事業 6.5／1,000

37 その他の建設事業 15／1,000

製 造 業 

41 食料品製造業 6／1,000

42 繊維工業又は繊維製品製造業 4／1,000

44 木材又は木製品製造業 14／1,000

45 パルプ又は紙製造業 6.5／1,000

46 印刷又は製本業 3.5／1,000

47 化学工業 4.5／1,000

48 ガラス又はセメント製造業 6／1,000

66 コンクリート製造業 13／1,000

62 陶磁器製品製造業 18／1,000

49 その他の窯業又は土石製品製造業 26／1,000

50 金属精錬業（非鉄金属精錬業を除く。） 6.5／1,000

51 非鉄金属精錬業 7／1000

52 金属材料品製造業（鋳物業を除く。） 5.5／1,000

53 鋳物業 16／1,000

54 金属製品製造業又は金属加工業（洋食器、刃物、手工具又は一般金物製
造業及びめつき業を除く。） 10／1,000

63 洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業（めつき業を除く。） 6.5／1,000

55 めつき業 7／1,000

56 機械器具製造業（電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、船舶製
造又は修理業及び計量器、光学機械、時計等製造業を除く。） 5／1,000

57 電気機械器具製造業 2.5／1,000

58 輸送用機械器具製造業（船舶製造又は修理業を除く。） 4／1,000

59 船舶製造又は修理業 23／1,000

60 計量器、光学機械、時計等製造業（電気機械器具製造業を除く。） 2.5／1,000

64 貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業 3.5／1,000

61 その他の製造業 6.5／1,000

運 輸 業 

71 交通運輸事業 4／1,000

72 貨物取扱事業（港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く。） 9／1,000

73 港湾貨物取扱事業（港湾荷役業を除く。） 9／1,000

74 港湾荷役業 13／1,000

電気、ガス、水道 
又は熱供給の事業 81 電気、ガス、水道又は熱供給の事業 3／1,000

そ の 他 の 事 業 

95 農業又は海面漁業以外の漁業 13／1,000

91 清掃、火葬又はと畜の事業 13／1,000

93 ビルメンテナンス業 5.5／1,000

96 倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業 6.5／1,000

97 通信業、放送業、新聞業又は出版業 2.5／1,000

98 卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 3／1,000

99 金融業、保険業又は不動産業 2.5／1,000

94 その他の各種事業 3／1,000

 90 船舶所有者の事業 47／1,000
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※192～197ページに掲載されている様式については、愛知労働局ホームページ（トップペー

ジ＞各種法令・制度・手続＞関係法令＞様式集（愛知労働局））よりダウンロードできます。 

 

雇 用 保 険 被 保 険 者 証 再 交 付 申 請 書 の 記 入 例 

 

 

 

４ 各種参考様式・記入例等 
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雇入通知書の様式例（表面） 
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雇入通知書の様式例（裏面） 
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